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中小企業向け「賃上げ促進税制」の積極活用を

『 賃 金 引 き 上 げ 』 へ の 支 援 策
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【中小企業向け賃上げ促進税制】 改正後

以降に開始される事業年度に対しては、さら

に制度が強化されます。中小企業向け制度で

は最大４５％の税額控除ができるようになり、

加えて要件を満たす賃上げを実施した年度に

控除しきれなかった金額について、翌年度以

降に５年間繰り越しが可能になります。

※未控除額を翌年度以降に繰り越す場合は、未

控除が発生した事業年度以降の繰越税額控除限

度超過額の明細書が必要になります

賃上げ促進税制は、前年度より給与等支給

額を増加させた場合に、その増加額の一部を

法人税から税額控除できる制度です。令和５

年度は、 254,883件（うち中小企業向けが

238,744件）7,278億円（同2,908億円）が使用

されています。適用金額の前年比は144.4％

（中小企業向けは144.6％）でした。

利用が拡大されるなか、令和６年４月１日
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全雇用者の給与等支給額前年比が１．５％を上回らなかった場合も、
継続雇用者の給与支給額で前年比が３％を上回った場合は、大企業・
中堅企業向けの制度（最大控除率は３５％）の活用も可能です


